
会費領収書について
（ご希望の方）

─ 個人事業所の方は特にご注意ください ─
当法人の経理処理は下記のとおりです（お一人様会費月額2,000円のうち保険料相当額が1,700円となり、残りの300円は
災害防止・福利厚生事業等に充てられる金額となります）。

振替口座 税務上の処理 勘定科目

法人事業所 法人名義 全額損金 諸会費等

個人事業所

事業主および事業主と生計を
一にする配偶者その他の親族

事業主名義

①保険料相当部分（1,700円）は事業主個人の
　負担となり経費となりません

事業主貸

②保険料相当部分以外（300円）は必要経費 諸会費等

その他の加入者 事業主名義 全額必要経費 諸会費等

・当法人の会費は、全額、生命保険料控除などの所得税法上の所得控除の対象外です。
・当法人の会費は、全額、消費税の仕入控除の対象外です（保険料相当部分1,700円は非課税、保険料相当部分以外の300円は不課税）。

確定申告用に会費領収書を必要とされる方は、ご連絡ください。

あんしん財団では月々の会費の領収書は通帳記入に代えさせていただいておりますが、
ご希望の方には、令和1年（平成31年）分の合計金額が記載された会費領収書を発行いたします。

令和1年12月2日（月）～令和2年1月31日（金）受付期間

※過去に領収書の発行をご依頼いただいた方には、
　令和1年（平成31年）分も自動発行しますのでお申込みは不要です。

令和1年12月下旬～令和2年2月上旬を予定お届け期間

●領収書は再発行いたしません。
●会費は、消費税の課税対象外です。
●生命保険料控除などの所得控除の対象では
ありません。
●会費の経理処理につきましては、下記の記事お
よびあんしん財団ホームページの「会員の皆さ
ま」→「会費の経理処理」をご覧ください。

申込み方法
TEL  業務部事務管理課　0120-840-849
ハガキ  〒160-0016　東京都新宿区信濃町34　JR信濃町ビル

 あんしん財団　業務部事務管理課 宛
ホームページ  「会員の皆さま」→「変更手続きのご案内」→「年間会費領収書の発行」
https://www.anshin-zaidan.or.jp/member/change/

※ハガキにはこの3項目
をご記入ください。

●領収書発行希望
●会員番号
●会員名

0120-840-849領収書や会費の
経理処理について

電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
（受付時間 9：00～17：30／
土・日・祝日および年末年始除く）

問合先

会費の経理処理について

重要なお知らせ

重要なお知らせ
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